
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
※消費税、設置工事費、送料、リサイクル手数料などは対象になりません。 

※本体購入費が５千円未満の場合は対象外です。LED照明器具は複数台の合計額で申請できます。 

補助金額 

令和８年度 稚内市省エネ製品買替促進補助金 

 

受付開始：令和８年５月１日(金)から 

※申請受付は「令和９年３月 31 日（水）まで」の予定ですが、申請状況によっては早まる場合もあります。 

 

対象品目 

≪冷蔵庫≫ ≪LED 照明器具≫ 

■10年前の製品との比較（定格内容積 451～500L） 

消費電力量 約 21～30％削減 

年間電気代 約 2,260～3,500 円節約 

申請期間 

 

以下の①～⑤全てに該当する「冷蔵庫・LED照明器具」が対象です。 

① 省エネ基準達成率が 100％以上 ② 市内の店舗で購入する新品 

③ 現在使用の製品からの買い替え ④ 自らの住宅に固定して設置 

⑤ 令和８年４月１日以降に購入  

※現在使用している製品は、買い替えた製品を設置した後に廃棄する必要があります。 

※LEDランプ（電球）のみの交換や、LEDランプが別売りの照明器具は対象になりません。 

対象製品 

LED 照明器具 冷 蔵 庫 

本体購入費の1/2 
最大４万円 

本体購入費の1/2  

最大１万円 

両方買い替えで 

最大５万円補助 

令和８年４月 30日(木)以前の申請は 

受付できませんのでご注意ください。 

（千円未満の端数は切り捨て） 

稚内市ではゼロカーボンシティ※の実現に向けて、家庭における二酸化炭素の排出削減を目的に 

家電の中でも消費電力が大きい冷蔵庫と照明器具の省エネ製品への買い替えを支援しています。 

省エネ製品への買い替えは電気代の節約にもつながりますので、この機会にご検討ください。 

※2050 年までに CO2 排出量の実質ゼロに取り組むことを表明した自治体のことで稚内市は令和３年２月に表明しました。 

■蛍光灯ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄと LED ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄの比較 

消費電力量 約 49％削減 

年間電気代 約 2,050 円節約 

出典：2025 スマートライフおすすめ BOOK 



 

最新の目標年度の省エネ基準達成率は、 

「省エネ型製品情報サイト」で確認できます。 
 

 

https://seihinjyoho.go.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【共通】 

□ 交付申請書（請求書） 

□ 領収書・レシートの写し 

□ メーカー保証書の写し 

□ 申請者の本人確認書類の写し 

□ 振込口座を確認できる書類の写し 

【冷蔵庫のみ添付】 

□ 家電リサイクル券（排出者控）の写し 

【LED 照明器具のみ添付】 

□ 交換する前と交換した後の写真 

申請までの流れ 

 

 

交付決定の通知 

補助金の交付 

 

 

対象製品の購入 

住宅への設置 

(令和８年４月１日以降) 

 

 

申請書の作成 

申請書の提出 

(必要書類を添付) 

 

 

申請書類の審査 

交付の適否決定 

[申請者] 

対象製品の購入 

[申請者] 

申請書の提出 

[市] 

申請書類の審査 

[市] 

補助金の交付 

・古い冷蔵庫は購入店舗に引き取り依頼 

・古い照明器具は交換前に写真を撮影 

必要書類 

≪電子申請を行う場合≫ 

下記の「二次元バーコード」または「市ホーム

ページ」からアクセスしてください。冷蔵庫と

LED照明器具で入力フォームが異なりますので

ご注意ください。 

・申請書は郵送または持参で提出 

（電子申請は下記参照） 

申請様式は、市担当課や販売店舗（一部除く）で配布するほか、市ホームページからもダウン

ロードできます。電子申請も可能となっていますのでご活用ください。 

 

・申請対象者は、①稚内市に住民登録をしていて、②市税を滞納していない方です。 

・補助金の交付は、冷蔵庫・LED照明器具の品目ごとに１世帯１回となっています。 

（令和６～７年度に交付を受けた分についても１回としてカウントします。） 

申 請 者 

 

〒097-8686 稚内市中央３丁目２番１号 

稚内市企画総務部エネルギー対策課 

電話：23-6386 FAX：23-3281 E-mail：energy@city.wakkanai.lg.jp 

ホームページ：https://www.city.wakkanai.hokkaido.jp/kankyo/ondan/syoenekaikae.html 

申請書提出・問い合わせ先 

省エネ基準達成率 
[表示例] ここに記載 

目印は 

緑色ﾏｰｸ 

※橙色は 

対象外 

◎省エネ型製品情報サイト 

市ホームページ 

冷蔵庫 申請用 LED 照明器具 申請用 

※添付書類はデータ化が必要です 

領収書・レシートには「購入者名、購入日、店舗名、店舗住所、 

製品名、型番、購入金額、金額内訳」の記載が必要です。 

補助金交付は申請から 

１～２か月後です 


